
 

 

『いじめは絶対にしてはいけない』 

                                     校長  浅 見 正 史 
 

新緑が目に鮮やかな季節となりました。６月は、私たち一人ひとりが他者を尊重し、誰もが安心して学

校生活を送れるように考える「いじめ撲滅強化月間」です。生徒の皆さんに、いじめについて改めて考

え、行動するためのメッセージを届けます。 

いじめは、心に深い傷を残し、未来を閉ざしてしまう許されない行為です。 

いじめとは、相手が嫌がることを一方的に繰り返す行為です。仲間はずれにする、仲間内で悪口を言っ

たり笑ったりする、SNSなどで誹謗中傷する、持ち物を隠したり壊したりする、仲間におごらせる、暴

力を振るうなど、その形は様々です。 

いじめを受けた人は、心に大きな傷を負い、孤独を感じ、学校へ行くことが辛くな

ってしまいます。軽い気持ちで言った一言でも、誰かの心を深く傷つけてしまうこと

があります。言葉は時に刃物となるのです。皆さんは、このことを理解しているはず

です。相手の立場になって考える優しい心を常にもってください。 

そして、いじめのない、笑顔あふれる学校を、みんなで創っていきましょう。一人

ひとりの小さな勇気と言動が、大きな力となります。 
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令和７年度 第１回 学校運営協議会   令和７年５月１３日（火）開催 
 

今年度の委員として、会長に久世晴雅 様（青少年育成中部地区会長）、副会長に藤澤英之 様（大宮中部公民館

館長）、その他、大宮中部地区社会福祉協議会長、大宮東地区体育振興会副会長、大宮東中チャレンジスクール実行

委員長、大宮小学校長、大宮東小学校長、本校前ＰＴＡ会長、本校ＰＴＡ会長の計９名の方に市教委より委嘱、任

命をしていただきました。 

そして、今回の議題は『地域とともに輝く生徒の育成について』とし、「生徒が地域行事等に参加する機会を広め

るためには」という視点で多くのご意見をいただきました。 

・地域行事への生徒の参加は、子どもたちが「地域を知ること」の意義から、生徒や教員へ早期周知が必要である。 

・地域の人たちが今どんなことをしているのかを、再確認することが大事である。 

・かつて実施していた地域の夏祭りへ、中学生を参加させることはできるのか。必ず良い思い出となると思う。 

 

生徒の皆さん、地域の行事やボランティア活動に進んで参加しましょう！ 

【地域の行事やボランティア活動について】※5/30現在、詳細は昇降口内掲示板で確認してください。 

①会食のつどい（社会福祉協議会：毎月１回） ②夏休み子ども公民館（中部公民館：陶芸8/6・科学8/19） 

③中部地区運動会（10/5）・大宮東地区運動会（10/12） ④大宮区防災訓練（10/18） 

⑤ふれあいのつどい（準備10/25・当日10/26） ⑥レッツ・ジョイン！クリーン活動（11/16） 

⑦４校音楽のつどい（1/31） ⑧東中もっとよくし隊 

 

地域の皆様へ、地域行事等の案内がありましたら、中学校までご連絡をください。大宮東中℡６４１－０８０８ 
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